
自転車は原則、 を
通行しましょう！

に歩道を通行できるのは、

① 道路標識等により歩道を通行できる
とされているとき

② 運転者が児童・幼児、70歳以上の人、
車道通行に支障がある身体障がい者
のとき

③ 車道又は交通上の状況に照らして
歩道通行がやむを得ないとき

です。

① 道路標示により通行すべき部分
として指定された部分があるときは、その部分を徐行して通行

② 通行指定部分がない場合は、 を
徐行して進行

③ 歩行者の通行を妨げるときは、 しなければなりません。



一定の危険な行為を繰り返した
悪質な運転者は、講習（有料）
を受講しなければなりません。
※受講に従わない場合、罰則あり
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